
内
閣
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第

認
証
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画
任

森
国
務
大
臣

高
市
国
務
大

麻
生
国
務
大

萩
生
田
国
務
大
臣

内
閣
総
理
大
臣

四
○ 免
（
一
二号

名
起案

ー

‐
令
和
二

年

三
月
一
言
一
日
一

ゑ

内
閣
官
房
長
官

鰯
雲
。
⑬

典

内
閣
官
房
副
長
官

ト
ー
』
■
■
■
戸
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令
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和
年
月

丞
刀
同
凹

筌
Ｔ
千
↑

》
一

検
事

同 年

を月
四
日日

司

口

中
原
亮

大
塲
亮
太
郎

,△も ，とエ
丁． T］

和和村 中 本
国
務
大
臣

本
国
務
大
臣

国
務
大
臣

国
務
大
臣

年｜年

月 月

日 日
，

｜ 内 閣 ’
I J
I U

一

茂
木
国
務
大
臣
垂

加
藤
国
務

江
藤
国
務

梶
山
国
務

赤
羽
国
務
大
臣
し
垂
州
町



1

I

| 内 閣 ’

（
以
上
三
月
三
十
日
予
定
）

願
に
依
り
本
官
を
免
ず
る

検
事
長
〆
大
谷
晃
大

検
事
長
に
任
命
す
る



法務省人検第79号

令和2年3月1 9日

内閣総理大臣殿

法務大 E

下記のとおり人事異動を実施したいので，閣議の上，発令方願います。

なお，本件は，令和2年3月26日限りで定年退官予定の広島高等検察庁検

事長小川新二の後任に横浜地方検察庁検事正中原亮一を， また，仙台高等検察

庁検事長大谷晃大の退官に伴い，その後任に法務総合研究所長大塲亮太郎をそ

れぞれ充てようとするものであります。

記

横浜地方検察庁検事正 検 事 中原亮一

法務総合研究所長 検 事 大塲亮太郎

検事長に任命する

仙台高等検察庁検事長 検事長 大谷晃大

願に依り本官を免ずる

（令和2年3月30日付け） I

’
’ ’法務筒



法 務 省

出
生
地

本
籍

現
住
所

平
成

年
六

○

一
ハ
ー

五
八

五
七八

一
ハ九 五

一
一
一 元 〃〃

月

日

慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
卒
業

口
司
法
試
験
第
二
次
試
験
合
格

司
法
修
習
生
を
命
ず
る

司
法
修
習
生
の
修
習
終
了

検
事
二
級
（
東
京
地
方
検
察
庁
検
事
）
に
任
命
す
る

金
沢
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

水
戸
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

総
理
府
事
務
官
（
公
正
取
引
委
員
会
事
務
局
官
房
付
）
に
併
任
す
る

総
理
府
事
務
官
（
公
正
取
引
委
員
会
事
務
局
審
査
部
付
）
に
併
任
す
る‐
総
理
府
事
務
官
（
公
正
取
引
委
員
会
事
務
局
官
房
付
）
の
併
任
を
解
除
す
る

総
理
府
事
務
官
（
公
正
取
引
委
員
会
事
務
局
審
査
部
付
）
の
併
任
を
解
除
す
る

ロ
大
阪
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

事

氏出
生
年
月
日

旧

項

氏
名 名

中奈
昭
和
三
四
年
一
一
月
二
九
日

は
ら
り
ょ
う
い
ち

む

原
亮
一

司
法
試
験
管
理
委
員
会

法 最公
正
取
引
委
員
会

庁

高

務 裁
判
所

〃 ﾉノ 〃 〃 〃〃 〃

名
省



■一二

■
副

法国■ 務 省

一
一
一

一
一
一
一

二

四
一
三
一
四
一
一
二
邑
山
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

一一

丁】

一
八九

四哩四 四七七

’
一
一

一
ヱ

｛
畢１

ｌ
ｌ

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

富
山
区
検
察
庁
検
事
に
併
任
す
る

富
山
区
検
察
庁
上
席
検
察
官
を
命
ず
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

富
山
区
検
察
庁
検
事
の
併
任
を
解
除
す
る

東
京
高
等
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

東
京
高
等
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

富
山
地
方
検
察
庁
次
席
検
事
を
命
ず
る

富
山
区
検
察
庁
検
事
に
併
任
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
併
任
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
の
併
任
を
解
除
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
の
併
任
を
解
除
す
る

静
岡
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

静
岡
地
方
検
察
庁
次
席
検
事
を
命
ず
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
刑
事
部
長
を
命
ず
る

東
京
地
方
検
察
庁
特
別
捜
査
部
長
を
命
ず
る

東
京
地
方
検
察
庁
刑
事
部
長
を
免
ず
る

項

＝一

中
原法

庁

務
亮

〃rl
Jﾉ 〃 〃〃〃 〃

省|名’
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法 務 省
Ⅱ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

〃

一

一

一

○

一
一

九

一
一

七

－ －

▲

一
一
ハ

｜
平
成
一
宝

年

七 一 四

一

○ 七 七
月

一
一

五

一
一
一
一

一

七
一
一

一

八 五
日

横
浜
地
方
検
察
庁
検
事
正
に
配
置
換
す
る

最
高
検
察
庁
公
判
部
長
を
免
ず
る

最
高
検
察
庁
公
安
部
長
を
命
ず
る

最
高
検
察
庁
公
判
部
長
を
命
ず
る

最
高
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

さ
い
た
ま
地
方
検
察
庁
検
事
正
に
配
置
換
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
次
席
検
事
を
命
ず
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

鹿
児
島
地
方
検
察
庁
検
事
正
に
配
置
換
す
る

事
項

〃 〃 〃 〃 〃

法
務
省

庁
名

3丁

中
原
亮
一



法 務 省

五
八
一
三

現
住
所

平
成

出
生
地

本
籍年一

ハ
ー
ー

一
ハ
ー

五
九八 ■■■■■■■■■■一

－五 元 〃 〃

月

日

早
稲
田
大
学
法
学
部
卒
業

口
司
法
修
習
生
を
命
ず
る

司
法
修
習
生
の
修
習
終
了

検
事
二
級
（
横
浜
地
方
検
察
庁
検
事
）
に
任
命
す
る

那
覇
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

千
葉
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
るロ
千
葉
地
方
検
察
庁
松
戸
支
部
勤
務
を
命
ず
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

山
形
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

法
務
事
務
官
（
法
務
大
臣
官
房
秘
書
課
付
）
に
併
任
す
る口
法
務
省
オ
ウ
ム
真
理
教
信
者
等
社
会
復
帰
対
策
調
整
担
当
官
を
命
ず
る

司
法
試
験
第
二
次
試
験
合
格

事

出
生
年
月
日

氏旧

項

氏
名 名

大菫昭
和
三
五
年
三
月
六
日

塲ぱ
司
法
試
験
管
理
委
員
会

法 最
高
裁
判
所

庁
り
ょ
う
た
ろ
う

亮
太
郎

務｜ 〃〃 〃 〃 〃 〃

名
省
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法 務 省
－

〃

一

一
一
一 〃

一
一
一

一
一

一

○

平
成
九
年

一
ハ 四 〃 四

一
ハ 七 九

月

一
一

九
一 〃

一

一
一
一

二

○

一
一 日

標
津
区
検
察
庁
検
事
の
併
任
を
解
除
す
る

釧
路
区
検
察
庁
検
事
の
併
任
を
解
除
す
る

法
務
事
務
官
（
法
務
省
大
臣
官
房
司
法
法
制
部
付
）
に
併
任
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

標
津
区
検
察
庁
上
席
検
察
官
を
命
ず
る

法
務
省

標
津
区
検
察
庁
検
事
に
併
任
す
る

大
蔵
事
務
官
（
国
税
庁
調
査
査
察
部
）
の
併
任
を
解
除
す
る

国
税
庁

法
務
事
務
官
（
法
務
省
刑
事
局
付
）
の
併
任
を
解
除
す
る

法
務
省

釧
路
区
検
察
庁
上
席
検
察
官
を
命
ず
る

釧
路
区
検
察
庁
検
事
に
併
任
す
る

釧
路
地
方
検
察
庁
次
席
検
事
を
命
ず
る

釧
路
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

大
蔵
事
務
官
（
国
税
庁
調
査
査
察
部
）
に
併
任
す
る

国
税
庁

法
務
大
臣
秘
書
官
事
務
取
扱
の
併
任
を
解
除
す
る

〃

法
務
省
オ
ウ
ム
真
理
教
信
者
等
社
会
復
帰
対
策
調
整
担
当
官
を
免
ず
る

法
務
省

法
務
大
臣
官
房
秘
書
課
付
の
併
任
を
解
除
す
る

法
務
大
臣
秘
書
官
事
務
取
扱
に
併
任
す
る

法
務
省
刑
事
局
付
に
併
任
す
る

事

項

庁
名

2丁

大
塲
亮
太
郎



1

’ ’法 務 省

年

八 七

一
一
ハ〃 ″ 〃 JJ

JJ

月
一
日
一

一
一二

一
一
一四

一
ハ〃 一

三

○

－

八 七
一

ノ､ﾉノ
一

か
ね
て
法
務
省
大
臣
官
房
司
法
法
制
部
司
法
法
制
課
総
合
法
律
支
援
推
進
室
長
に

充
て
る

法
務
省
大
臣
官
房
司
法
法
制
部
司
法
法
制
課
総
合
法
律
支
援
準
備
室
長
に
充
て
る

司
法
制
度
改
革
推
進
本
部
事
務
局
参
事
官
に
併
任
す
る

司
法
制
度
改
革
推
進
本
部
事
務
局
参
事
官
の
併
任
は
終
了
し
た

内
閣
事
務
官
（
内
閣
官
房
内
閣
参
事
官
（
内
閣
官
房
副
長
官
補
付
）
）
の
併
任
を

解
除
す
る

法
務
省
大
臣
官
房
参
事
官
に
充
て
る

か
ね
て
法
務
省
大
臣
官
房
司
法
法
制
部
司
法
法
制
課
総
合
法
律
支
援
準
備
室
長
に

充
て
る

内
閣
事
務
官
（
内
閣
官
房
内
閣
参
事
官
（
内
閣
官
房
副
長
官
補
付
）
）
に
併
任
す

る内
閣
官
房
地
方
分
権
推
進
室
参
事
官
を
命
ず
る

か
ね
て
法
務
省
大
臣
官
房
司
法
法
制
部
司
法
法
制
課
総
合
法
律
支
援
推
進
室
長
に

内
閣
事
務
官
（
内
閣
官
房
内
閣
参
事
官
（
内
閣
官
房
副
長
官
補
付
）
）
に
併
任
す

る

事

項

。大
内 法 内 塲

庁

亮
務 〃 ﾉノ 〃

太

郎
名

閣 省 閣
一 一 qー宅



’

『4丁

I

法 務 省

－

二

四

一
一
一
一

一
一

○ 〃

一

九 〃 ﾉノ

－

平
成
一
八

年

ー‐一 一
一 四

一
一
一 〃 〃 四

月

一

七

一

八

一

一
ハ

一

一
一
一

一

一

○ 〃 九
日

法
務
省
大
臣
官
房
秘
書
課
長
に
充
て
る

〃

法
務
省
大
臣
官
房
施
設
課
長
に
充
て
る

〃

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
の
併
任
を
解
除
す
る

〃

法
務
省
矯
正
局
総
務
課
長
に
充
て
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
併
任
す
る

法
務
省

検
事
一
級
（
東
京
高
等
検
察
庁
検
事
）
に
任
命
す
る

（
職
員
退
職
手
当
規
程
第
二
条
第
三
項
）

〃

退
職
手
当
は
支
給
し
な
い

辞
職
を
承
認
す
る

日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
本
部
総
務
部
長
に
併
任
す
る

日
本
司
塗
塞
授
セ
ン
タ
ー

日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
本
部
事
務
局
次
長
に
任
命
す
る

内
閣
官
房
地
方
分
権
推
進
室
参
事
官
を
免
ず
る

内
閣

解
除
す
る

内
閣
事
務
官
（
内
閣
官
房
内
閣
参
事
官
（
内
閣
官
房
副
長
官
補
付
）
）
の
併
任
を

（
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
第
七
条
の
二
第
四
項
）

〃

退
職
手
当
は
支
給
し
な
い

辞
職
を
承
認
す
る

こ
と
を
解
く

法
務
省

事

項

庁
名



法 務 省

二

九

一
一

八

二

七

＝

七

一

一
一
ハ 〃

一
一

五 〃

平
成
二
四

｜
b

年

七 九

一

○ 七
▲

九 五

一
一
一

一

○
月

一
一

七 五
一
一

一

五 九

一

七 一

一
一
一

一
日

最
高
検
察
庁
総
務
部
長
を
命
ず
る

最
高
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

法
務
事
務
官
（
法
務
省
大
臣
官
房
付
）
の
併
任
を
解
除
す
る

津
地
方
検
察
庁
検
事
正
に
配
置
換
す
る

内
閣
官
房
法
曹
養
成
制
度
改
革
推
進
室
長
を
免
ず
る

解
除
す
る

内
閣
事
務
官
（
内
閣
官
房
内
閣
審
議
官
（
内
閣
官
房
副
長
官
補
付
）
）
の
併
任
を

法
務
省
大
臣
官
房
審
議
官
（
総
合
政
策
統
括
担
当
）
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

法
務
省
大
臣
官
房
付
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

‐
法
務
事
務
官
（
法
務
省
大
臣
官
房
付
）
に
併
任
す
る

内
閣
官
房
法
曹
養
成
制
度
改
革
推
進
室
長
を
命
ず
る

る 内
閣
事
務
官
（
内
閣
官
房
内
閣
審
議
官
（
内
閣
官
房
副
長
官
補
付
）
）
に
併
任
す

か
ね
て
法
務
省
大
臣
官
房
審
議
官
（
総
合
政
策
統
括
担
当
）
に
充
て
る

法
務
省
大
臣
官
房
秘
書
課
長
に
充
て
る

法
務
省
大
臣
官
房
付
に
充
て
る

最
高
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る 事
項
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〃
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省

〃
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－

一
一
一
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平
成
三
○

年

一 一
月

－

八
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日

最
高
検
察
庁
公
判
部
長
を
免
ず
る

法
務
総
合
研
究
所
長
に
充
て
る

最
高
検
察
庁
総
務
部
長
を
免
ず
る

最
高
検
察
庁
公
判
部
長
を
命
ず
る

事

項

〃

法
務
省

庁
名

、
6丁

大
塲
亮
太
郎



略 歴

氏名（ふりがな）大谷晃大（おおたにこうだい）

性別 男

生年月日昭和32年5月1日

学歴

東京大学法学部卒業（昭和57年3月）

司法修習終了（昭和59年4月）

司法試験採用試験

出身地 兵庫県

東京地検検事

長野地検検事

静岡地検沼津支部検事

東京地検検事

大阪地検検事

法務省民事局付

法務省刑事局付

和歌山地検三席検事

東京地検検事

法務省民事局第五課長

法務省人権擁護局参事官

法務省人権擁護局調査救済課長

昭和59年

昭和60年

昭和62年

平成1年

平成3年

平成5年

平成7年

平成9年

平成11年

平成11年

平成13年

平成15年

平成16年

平成17年

平成19年

平成20年

平成22年

平成22年

平成24年

平成26年

平成27年

平成28年

平成30年

月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月

４
３
３
３
４
４
９
４
４
７
１
１
１
８
７
７
１
７
６
１
４
９
７

I

法務省大臣官房司法法制部司法法制課長

法務省刑事局刑事法制管理官

東京高検検事

東京地検総務部長

東京地検刑事部長

司法研修所教官（上席）

福井地検検事正

最高検検事

京都地検検事正

横浜地検検事正

仙台高検検事長



内閣総理大臣安倍
皿
日 殿三

仙台高等検察

検事

退 官 願


